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年末の交通事故防止県民運動

確認しよう！運動の重点

12 月１日（土）～ 12月 15日（土）
　年末は、日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時から夜間にかけて交通事故の危険性が高くなります。また、
忘年会など、お酒を飲む機会が増える時期です。飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。
　一人ひとりが交通ルールを遵守し、交通マナーの向上に取り組むことで、交通事故を防止しましょう。

飲酒運転の根絶
・「飲酒運転はしない」という強い気持ちを
持ちましょう。
・お酒を飲む際は、ハンドルキーパー（飲
酒をする際に、あらかじめ決めておく帰
宅時の運転役）を決めましょう。

【問合せ先】　町民協働課　☎０２９－２９１－８８０２（直通）

子どもと高齢者の交通事故防止（特に横断歩行者の保護）
・ドライバーは、子どもや高齢者を見かけたら十分注意し、減速・徐行しましょう。
・夜間、歩いて外出する際には、反射材や明るい色の服を身につけましょう。
夕暮れ時と夜間の交通事故防止
・夜間はライトを早めに点灯し、歩行者等の早期発見に努めましょう。
・ライトの上下切り替えをこまめに行いましょう。
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認
知
症
に
な
っ
て
も
、
だ
れ
も
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て
、
認
知
症
を
正
し
く
理
解

し
、
認
知
症
の
方
や
家
族
を
支
援
す

る
た
め
の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

※
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知

症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の

人
や
家
族
に
対
し
て
温
か
く
見
守

る
応
援
者
で
す
。

▼
日
時
　
　
月
　
日（
火
）

１２

１８

　
　
　
　
午
後
２
時
～
３
時
　
分
３０

▼
場
所
　
茨
城
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　「
ゆ
う
ゆ
う
館
」２
階
多
目
的
室

▼
対
象
　
茨
城
町
在
住
の
方

▼
定
員
　
約
　
人
３０

▼
申
込
期
間
　
　
月
８
日（
木
）～

１１

　
　
　
　
　
　
　
月
　
日（
金
）

１２

１４

▼
申
込
方
法
　
左
記
ま
で
お
電
話
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】
　
長
寿
福
祉
課

☎
０
２
９（
２
９
１
）８
４
０
７（
直
通
）

　
町
で
は
、
昭
和
　
年
5
月
　
日
以
前

５６

３１

に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
に
お
住
ま
い

の
方
を
対
象
に
茨
城
県
木
造
住
宅
耐
震

診
断
士
の
派
遣
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
資
格
　
木
造
住
宅
の
所
有
者
兼

居
住
者
で
、
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な

い
方

▼
対
象
住
宅
　
町
内
に
あ
る
一
戸
建
て

の
木
造
住
宅
ま
た
は
店
舗
等
併
用
住
宅

▼
申
込
期
限
　
　
月
　
日（
金
）ま
で

１２

２８

　
　
　
　
　
　（
閉
庁
日
を
除
く
）

午
前
8
時
　
分
～
午
後
5
時
　
分

３０

１５

▼
診
断
費
用
　
自
己
負
担
額
と
し
て

　
　
　
　
　
　
2
，
0
0
0
円

▼
申
込
受
付

　
茨
城
町
役
場
１
階
　
　
番
窓
口

１１

※
申
し
込
み
は
先
着
順
で
限
り
が
あ

り
ま
す
。
お
早
め
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
上
記
以
外
に

釈
若

錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫

も
対
象
住
宅
に
つ
い
て
条
件
が
あ

釈
若

錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫
錫

り
ま
す
の
で
、
左
記
ま
で
お
問
い

釈
若

錫
錫
錫
錫
錫

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
　
都
市
整
備
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
６（
直
通
）

　
国
税
庁
で
は
、
租
税
の
意
義
や
役

割
、
税
務
行
政
に
対
す
る
知
識
と
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
毎
年

　
月
　
日
か
ら
　
日
ま
で
を「
税
を
考

１１

１１

１７

え
る
週
間
」と
し
て
い
ま
す
。

　「
税
を
考
え
る
週
間
」の
実
施
に
合
わ

せ
て
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に「
く

ら
し
を
支
え
る
税
」を
テ
ー
マ
と
し
た
特

設
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
国
税
庁
の
各
種
取

組
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
ほ
か
、
ツ

イ
ッ
タ
ー
に
よ
る
情
報
発
信
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.nta.go.jp

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
　
水
戸
税
務
署

☎
０
２
９（
２
３
１
）４
２
１
４

　
誰
も
が
突
然
、
事
件
や
事
故
な
ど

に
あ
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
被
害

に
あ
わ
れ
た
際
は
、
相
談
窓
口
や
最

寄
り
の
警
察
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ

の
ご
家
族
が
回
復
す
る
た
め
に
は
、

周
囲
の
方
の
ご
理
解
と
あ
た
た
か
な

支
援
が
必
要
で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
相
談
・
問
合
せ
先
】

茨
城
県
水
戸
警
察
署

☎
０
２
９（
２
３
３
）０
１
１
０
　

茨
城
県
警
察
　
性
犯
罪
被
害
相
談

「
勇
気
の
電
話
」
☎
＃
８
１
０
３
ま

た
は
☎
０
２
９（
３
０
１
）０
２
７
８

　
茨
城
県
が
マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー
プ

（
人
材
サ
ー
ビ
ス
会
社
）と
連
携
し
て
、

保
育
士
と
し
て
働
き
た
い
・
復
職
し

た
い
と
考
え
て
い
る
方
を
対
象
に
、

職
場
探
し
か
ら
復
職
ま
で
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。

　
復
職
者
向
け
の
研
修
も
受
け
ら
れ

る
の
で
、
久
し
ぶ
り
の
復
職
と
な
る

方
で
も
安
心
で
す
。
ま
ず
は
、
１
か

月
間
（
時
給
1
，
4
0
0
円
、
交
通

費
別
）
保
育
施
設
で
働
い
て
み
ま
せ

ん
か
。
保
育
士
資
格
を
お
持
ち
の
方

は
、
ぜ
ひ「
い
ば
ら
き
保
育
人
材
バ
ン

ク
」へ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

※
コ
ー
ド
ま
た
は

「
い
ば
ら
き
保
育
人
材

バ
ン
ク
」で
検
索

【
問
合
せ
先
】

マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー
プ（
株
）

つ
く
ば
支
店
 

☎
０
１
２
０（
６
０
４
）１
４
８

水
戸
オ
フ
ィ
ス

☎
０
１
２
０（
５
５
７
）１
３
６

茨
城
県
子
ど
も
未
来
課

☎
０
２
９（
３
０
１
）３
２
５
２

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
月
　
日
か
ら
　
日
は
「
税
を
考
え

１１

１１

１７

る
週
間
」
で
す

い
ば
ら
き
保
育
人
材
バ
ン
ク

お
う
ち
の
た
め
の
健
康
診
断
　

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
募
集
中
！

被
害
に
あ
わ
れ
た
際
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

犯
罪
被
害
者
週
間
（
　
/
　
～
　
/
1
）

１１

２５

１２


